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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２８年１０月２８日（平成２８年（行情）諮問第６５４号） 

答申日：平成２９年１月３１日（平成２８年度（行情）答申第７０２号） 

事件名：情報本部文書管理規則３５条の「この達の実施に関する細部の事項」

に該当する文書の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「『情報本部文書管理規則』（２０１６．１．２７－本本Ｂ１６３４。

以下「別件開示請求」という。）第３５条「この達の実施に関する細部の

事項」に該当する文書に該当するもの全て。※電磁的記録が存在する場合，

その履歴情報も含む。」（以下「本件対象文書」という。）につき，これ

を保有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年４月１３日付け防官文第８

０２５号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行

った不開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求め

る。 

２ 審査請求の理由 

根拠とした規則にその存在が示唆されているので，改めて関連部局を探

索の上，発見に努めるべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであるが，該当する

行政文書は保有していないことから，不存在につき，原処分を行った。 

 ２ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，「根拠とした規則にその存在が示唆されているので，改

めて関連部局を探索の上，発見に努めるべきである。」とし不開示決定処

分の取消しを求める。 

審査請求人に対しては，別件開示請求において，「情報本部文書管理規

則」を開示決定しており，当該規則３５条には，「この達の実施に関する

細部の事項は，総務部長及び通信所長が定めることができる。」との記載

があり，本件開示請求は，当該規則３５条に該当するものを求めるもので

あるが，該当する文書は作成されていない。 
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また，原処分に当たり行った探索及び本審査請求を受け確実を期するた

めに行った再度の探索においても，該当する行政文書の保有は確認できな

かった。 

よって，審査請求人の主張は当たらず，原処分を維持することが妥当で

ある。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年１０月２８日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成２９年１月２０日   審議 

   ④ 同月２７日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「情報本部文書管理規則」（以下「規則」という。）

の３５条に記載されている「この達の実施に関する細部の事項は，総務部

長及び通信所長が定めることができる。」という規定に基づいて作成され

た文書である。 

諮問庁は，本件対象文書を保有していないとして不開示とした原処分を

妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有無について検討

する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

本件対象文書の保有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問庁

に確認させたところ，審査請求人が引用している条項は，規則の範囲内で，

より詳細な規定が必要な場合等に対応できるようにするための条項であり，

そのような必要は生じなかったことから，本件対象文書は，作成も取得も

していないとのことであり，また，規則は，平成２３年４月１日に情報本

部行政文書管理規則に全部改正されたとのことであった。 

諮問庁から規則の提示を受けて確認したところ，当該条項の規定の趣旨

を踏まえると，規則３５条に基づき総務部長及び通信所長が規則の実施に

必要な事項を定める必要が生じなかったことから本件対象文書を保有して

いないという諮問庁の上記説明は，不自然，不合理とはいえず，他に本件

対象文書の存在をうかがわせる事情も認められないことから，防衛省にお

いて，本件対象文書を保有しているとは認められない。 

３ 付言 

本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「存否を確認

した結果，当該行政文書を保有していなかった」旨記載されているところ，

一般に，文書の不存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書

を保有していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作成又は
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取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又は亡失した

のかなど，なぜ当該文書が存在しないかについても理由として付記するこ

とが求められる。 

したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照ら

し，適切さを欠くものであり，処分庁においては，今後の対応において，

上記の点につき留意すべきである。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，防衛省において本件対象文書を保有している

とは認められず，妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久  

 

 


